
 

57 昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

五

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

通
勤
補
助
費
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 

提
出
者 

石 

野 

久 

男 

一 

 



日
立
製
作
所
日
立
工
場
・
多
賀
工
場
・
電
線
工
場
及
び
水

工
場
の
茨
城
四
工
場
に
お
い
て
現
在
支
給
し
て
い
る
通
勤
費
補

助(

各
人
負
担
一
率
に
六
十
円
残
金
額
距
離
の
遠
近
に
よ
ら
ず
会
社
負
担
と
し
て
い
る
。)

に
対
し
て
は
、
今
年
七
月
頃
よ
り

問
題
と
な
り
、
補
助
額
の
三
百
五
十
円
以
上
に
対
し
て
は
一
般
收
得
に
加
算
し
て
総
收
得
と
し
て
課
税
の
対
象
と
し
て
い
る

が
、
通
勤
費
補
助
は
あ
く
ま
で
厚
生
福
利
の
不
備
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
課
税
す
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
か
。 

現
内
閣
は
、
首
相
の
答
弁
に
お
い
て
賃
金
は
釘
付
け
す
る
が
、
福
利
厚
生
の
面
そ
の
他
で
実
質
賃
金
は
上
げ
る
と
い
つ
て

い
る
が
、
今
日
の
窮
乏
時
に
及
ん
で
課
税
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
実
質
賃
金
の
低
下
で
あ
る
。 

又
こ
れ
を
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
一
般
の
あ
ら
ゆ
る
福
利
厚
生
の
利
用
者
に
も
市
場
価
格
に
評
価
し
て
課
税
せ
ん
と
す
る 

か
。 右

質
問
す
る
。 

通
勤
補
助
費
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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